
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令

の
一
部
を
改
正
す
る
政
令　

参
照
条
文 

  

・

○　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
八
十
三
号
）
（
抄
）

１ 

○　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

（
抄
）

１ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○　

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
）
（
抄
）

２ 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○　

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
七
十
二
号
）
（
抄
）

５ 

○　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
風
俗
営

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
（
抄
）

５ 

・
・
・
・
・
・
・

○　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
五
号
）
（
抄
）
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○　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
八
十
三
号
）
（
抄
） 

 

 

（
事
業
の
停
止
等
）

第
十
四
条　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
が
そ
の
行
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
に
関
し
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
罪
等
（
こ
の
法
律
に
規

定
す
る
罪
に
あ
っ
て
は
、
第
三
十
一
条
の
罪
及
び
同
条
の
罪
に
係
る
第
三
十
五
条
の
罪
を
除
く
。
）
そ
の
他
児
童
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
罪

で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
当
た
る
行
為
を
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
お
け
る
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
の

事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
は
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
者
に
対
し
、
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
、

 

当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２　

（
略
）

  

○　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）

（
抄
） 

 

 

（
児
童
の
健
全
な
育
成
に
障
害
を
及
ぼ
す
罪
）

第
一
条　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
異
性
紹
介
事
業
を
利
用
し
て
児
童
を
誘
引
す
る
行
為
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十

 

四
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

 

一
～
九　

（
略
）

十　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
一
項
第
四
号
（
同
法
第
二
十

二
条
第
一
項
第
六
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
号
（
同
法
第
二
十
八
条
第
十
二
項
第
五
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
六
号
、
第
八
号
（

同
法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
六
号
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
若
し
く
は
第
九
号
に
規
定
す
る
罪
、
同
法
第
五
十
条
第
一
項
第
四
号
（
同
法
第

二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
五
号
（
同
法
第
二
十
八
条
第
十
二
項
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
八
号

（
同
法
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
六
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
罪
（
児
童
に
提
供
す
る
行
為
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ

 

れ
ら
の
罪
に
係
る
同
法
第
五
十
六
条
に
規
定
す
る
罪
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十
一
～
二
十
五　

（
略
）

  

○　

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
）
（
抄
） 

 

 

（
免
許
の
基
準
等
） 

第
四
十
一
条　

（
略
）

２　

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
第
三
十
九
条
の
免
許
の
申
請
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
、
又
は
申
請
書
若
し 

く
は
そ
の
添
付
書
類
の
う
ち
に
虚
偽
の
記
載
が
あ
り
、
若
し
く
は
重
要
な
事
実
の
記
載
が
欠
け
て
い
る
と
き
は
、
当
該
免
許
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。

 

一　

申
請
者
が
次
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

 

イ
～
ホ　

（
略
）

ヘ　

こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
罪
、
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
三
十
一
条
の

罪
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
罪
を
犯
し
、
罰
金
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
当
該
刑
の
執
行
を
終

 

わ
り
、
又
は
当
該
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者

 

二　

申
請
者
の
役
員
の
う
ち
に
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
こ
と
。

 

イ　

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
の
⑴
か
ら
⑼
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 

⑴
～
⑸　

（
略
）

⑹　

こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
刑
法
第
百
八
十
五
条
若
し
く
は
第
百
八
十
七
条
の
罪
、
組
織

的
犯
罪
処
罰
法
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
十
条
、
第
十
一
条
若
し
く
は
第
十
七
条
の
罪
、
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
力
団
対
策
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
六
条
か
ら
第
四
十
九
条
ま
で
、
第
五
十
条

（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
五
十
一
条
の
罪
、
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
第
二
十
五
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
の
罪
そ
の
他

政
令
で
定
め
る
罪
を
犯
し
、
罰
金
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
当
該
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、

 

又
は
当
該
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
し
な
い
者



- 3 -

 
⑺
～
⑼　

（
略
）

 

ロ　

（
略
）

 

三
～
五　

（
略
）

 

３
・
４　

（
略
）

 

（
免
許
の
有
効
期
間
等
）

 

第
四
十
三
条　

第
三
十
九
条
の
免
許
の
有
効
期
間
は
、
当
該
免
許
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
と
す
る
。

 

２　

前
項
の
有
効
期
間
の
満
了
後
引
き
続
き
カ
ジ
ノ
事
業
を
行
お
う
と
す
る
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
当
該
免
許
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３　

（
略
）

４　

第
四
十
条
（
第
一
項
第
十
一
号
並
び
に
第
二
項
第
十
一
号
及
び
第
十
三
号
を
除
く
。
）
、
第
四
十
一
条
（
第
一
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か

ら
第
十
号
ま
で
、
第
二
項
第
一
号
イ
及
び
第
二
号
イ
⑴
並
び
に
第
三
項
を
除
く
。
）
及
び
前
条
の
規
定
は
、
第
二
項
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
条
第
三
項
及
び
第
四
十
一
条
第
四
項
中
「
第
百
二
十
四
条
の
免
許
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
二
十
七
条
第
二
項
の
更
新
」
と

、
同
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
六
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
認
可
主
要
株
主
等
で
な
い
」
と
、
同
項

第
五
号
中
「
第
百
三
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
認
可
施
設

 

土
地
権
利
者
で
な
い
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

５
・
６　

（
略
）

 

（
会
社
の
合
併
）

第
四
十
五
条　

カ
ジ
ノ
事
業
者
た
る
会
社
が
そ
の
合
併
に
よ
り
消
滅
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
合
併
に
つ
い
て
カ
ジ
ノ
管
理

委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
申
請
し
て
そ
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
合
併
後
存
続
し
、
又
は
当
該
合
併
に
よ

 

り
設
立
さ
れ
た
会
社
は
、
そ
の
カ
ジ
ノ
事
業
に
つ
い
て
の
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２　

第
四
十
一
条
第
一
項
（
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
承
認
に
つ
い

 

て
準
用
す
る
。

 

３　

（
略
）

 

（
会
社
の
分
割
）

第
四
十
六
条　

カ
ジ
ノ
事
業
者
た
る
会
社
が
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
分
割
に
つ
い
て
カ
ジ
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ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
申
請
し
て
そ
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
分
割
に
よ
り
カ
ジ
ノ
事
業
を
承

 

継
し
た
会
社
は
、
当
該
カ
ジ
ノ
事
業
に
つ
い
て
の
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２　

第
四
十
一
条
第
一
項
（
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
承
認
に
つ
い

 

て
準
用
す
る
。

 

３　

（
略
）

 

（
カ
ジ
ノ
事
業
の
譲
渡
）

第
四
十
七
条　

カ
ジ
ノ
事
業
者
が
譲
渡
に
よ
り
カ
ジ
ノ
事
業
の
全
部
を
承
継
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
譲
渡
に
つ
い
て
カ
ジ
ノ
管
理
委

員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
に
申
請
し
て
そ
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
譲
渡
に
よ
り
カ
ジ
ノ
事
業
を
承
継
し
た
会

 

社
は
、
当
該
カ
ジ
ノ
事
業
に
つ
い
て
の
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
地
位
を
承
継
す
る
。

２　

第
四
十
一
条
第
一
項
（
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
（
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
の
承
認
に
つ
い

 

て
準
用
す
る
。

 

３　

（
略
）

 

（
変
更
の
承
認
等
）

第
四
十
八
条　

カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
（
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変

更
を
除
く
。
）
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な

 

ら
な
い
。

 

一　

カ
ジ
ノ
施
設
の
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
の
位
置

 

二　

カ
ジ
ノ
行
為
の
種
類
又
は
方
法

三　

カ
ジ
ノ
施
設
の
構
造
若
し
く
は
設
備
（
当
該
カ
ジ
ノ
施
設
に
つ
い
て
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
専
ら
カ
ジ
ノ
施
設
供
用
事
業

 

者
が
管
理
す
る
部
分
に
係
る
構
造
及
び
設
備
を
除
く
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
管
理
方
法

 

四　

役
員

五　

特
定
金
融
業
務
の
実
施
の
有
無
又
は
特
定
金
融
業
務
の
種
別
若
し
く
は
内
容
そ
の
他
特
定
金
融
業
務
に
関
す
る
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め

 

る
事
項 

２　

（
略
）
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３　

第
四
十
一
条
第
一
項
（
第
四
号
、
第
五
号
、
第
九
号
及
び
第
十
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
項
（
第
一
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定

 

は
、
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

４
～

　

（
略
）

12

  

○　

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
施
行
令
（
平
成
三
十
一
年
政
令
第
七
十
二
号
）
（
抄
） 

 

 

（
免
許
等
の
欠
格
事
由
に
係
る
罪
）

第
七
条　

法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ヘ
（
法
第
四
十
三
条
第
四
項
、
第
四
十
五
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
第
二
項
に
お
い

 

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
と
す
る
。

 

一
～
三
十
八　

（
略
）

三
十
九　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
六
条
（
同
法
第
四
十
九
条
及

 

び
第
五
十
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪

 

四
十
～
四
十
五　

（
略
）

２　

法
第
四
十
一
条
第
二
項
第
二
号
イ
⑹
（
法
第
四
十
三
条
第
四
項
、
第
四
十
五
条
第
二
項
、
第
四
十
六
条
第
二
項
、
第
四
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四
十

 

八
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
政
令
で
定
め
る
罪
は
、
次
に
掲
げ
る
罪
と
す
る
。

 

一
～
三
十
九　

（
略
）

四
十　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
、
第
五
十
条
第
一
項
又
は
第
五
十
六
条
（
同
法
第
四
十
九
条
及
び
第

 

五
十
条
第
一
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
罪

 

四
十
一
～
四
十
七　

（
略
）

  

○　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
風
俗
営

業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
（
抄
） 
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（
接
待
飲
食
営
業
を
営
む
者
の
禁
止
行
為
） 

第
二
十
二
条
の
二　

第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
営
業
を
営
む
者
は
、
そ
の
営
業
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一　

客
に
注
文
等
を
さ
せ
、
又
は
当
該
営
業
に
係
る
料
金
の
支
払
そ
の
他
の
財
産
上
の
給
付
若
し
く
は
財
産
の
預
託
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
充
て
る
た
め

に
行
わ
れ
た
金
銭
の
借
入
れ
（
こ
れ
と
同
様
の
経
済
的
性
質
を
有
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
債
務
の
弁
済
（
次
号
に
お
い
て
「
料
金
の
支
払
等

」
と
い
う
。
）
を
さ
せ
る
目
的
で
、
当
該
客
を
威
迫
し
て
困
惑
さ
せ
る
こ
と
。 

二　

客
に
対
し
、
威
迫
し
、
又
は
誘
惑
し
て
、
料
金
の
支
払
等
の
た
め
に
当
該
客
が
次
に
掲
げ
る
行
為
に
よ
り
金
銭
そ
の
他
の
財
産
を
得
る
こ
と
を
要

求
す
る
こ
と
。 

イ　

売
春
防
止
法
そ
の
他
の
法
令
に
違
反
す
る
行
為
を
す
る
こ
と
。 

ロ　

対
償
を
受
け
、
又
は
受
け
る
約
束
で
、
不
特
定
の
相
手
方
と
性
交
類
似
行
為
等
（
性
交
類
似
行
為
を
し
、
又
は
他
人
の
性
的
好
奇
心
を
満
た
す

目
的
で
、
当
該
他
人
の
性
器
等
（
性
器
、
肛
門
又
は
乳
首
を
い
う
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
触
り
、
若
し
く
は
当
該
他
人
に
自
己
の
性
器

こ
う

等
を
触
ら
せ
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
。 

ハ　

第
二
条
第
六
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
又
は
第
七
項
第
一
号
の
営
業
に
お
い
て
異
性
の
客
に
接
触
す
る
役
務
を
提
供
す
る
業
務
に
従
事
す
る

こ
と
。 

ニ　

性
を
め
ぐ
る
個
人
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
社
会
の
形
成
に
資
す
る
た
め
に
性
行
為
映
像
制
作
物
へ
の
出
演
に
係
る
被
害
の
防
止
を
図
り
及
び

出
演
者
の
救
済
に
資
す
る
た
め
の
出
演
契
約
等
に
関
す
る
特
則
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る

性
行
為
映
像
制
作
物
へ
の
出
演
を
す
る
こ
と
。 

ホ　

外
国
に
お
い
て
売
春
を
す
る
こ
と
。 

（
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
の
禁
止
区
域
等
） 

第
二
十
八
条　

（
略
） 

２
～

　

（
略
） 

12

　

第
二
条
第
六
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
営
業
を
営
む
者
は
、
営
業
所
で
異
性
の
客
に
接
触
す
る
役
務
を
提
供
す
る
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者
の

13
紹
介
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
紹
介
を
し
た
者
又
は
第
三
者
に
対
し
、
当
該
紹
介
の
対
価
と
し
て
金
銭
そ
の
他
の
財
産
上
の
利
益
を
提
供
し
、

又
は
第
三
者
を
し
て
提
供
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 
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（
接
客
従
業
者
に
対
す
る
拘
束
的
行
為
の
規
制
等
） 

第
三
十
一
条
の
三　

第
十
八
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
二
十
八
条
第
五
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
は
無
店
舗
型
性
風
俗
特
殊
営
業
を
営
む

者
に
つ
い
て
、
同
条
第
十
三
項
の
規
定
は
第
二
条
第
七
項
第
一
号
の
営
業
を
営
む
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十

八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
営
業
所
で
客
に
」
と
あ
る
の
は
「
客
に
」
と
、
第
二
十
八
条
第
五
項
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
の
二
の

二
」
と
、
同
項
第
一
号
ロ
中
「
地
域
の
う
ち
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
（
第
二
条
第
七
項
第
一
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
同
条
第
六
項
第
二
号
の
営
業
に
つ

い
て
、
同
条
第
七
項
第
二
号
の
営
業
に
あ
つ
て
は
同
条
第
六
項
第
五
号
の
営
業
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
条
例
で
定
め
る
地
域
を
い
う
。
）
の
う
ち

」
と
、
同
条
第
七
項
中
「
第
五
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
項
第
一
号
」
と
、
「
第
二
十
七
条
第

一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
前
条
及
び
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
十
一
条
の
二
の
二
及
び
第
三
十

一
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
項
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
そ
の
営
業
所
に
立
ち
入
つ
て
」
と
あ
る
の
は
「
客
と
な
つ
て
」
と
、
同
条
第

十
三
項
中
「
営
業
所
で
異
性
」
と
あ
る
の
は
「
異
性
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２
・
３　

（
略
） 

第
四
十
九
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
千
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

一　

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
同
項
の
許
可
を
受
け
な
い
で
風
俗
営
業
を
営
ん
だ
と
き
。 

二　

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
三
条
第
一
項
の
許
可
又
は
第
七
条
第
一
項
、
第
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
七
条
の
三
第
一
項
の
承
認
を

受
け
た
と
き
。 

三　

第
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

四　

第
二
十
六
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
の
五
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
三
十
一
条
の
六
第
二
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
規
定
に
よ

る
公
安
委
員
会
の
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。 

五　

第
二
十
八
条
第
一
項
（
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

六　

第
二
十
八
条
第
二
項
（
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
条
例
の
規
定
に
違

反
し
た
と
き
。 

第
五
十
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 
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一　

第
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

二　

第
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

三　

第
三
十
一
条
の
十
五
、
第
三
十
一
条
の
二
十
、
第
三
十
一
条
の
二
十
一
第
二
項
第
二
号
、
第
三
十
一
条
の
二
十
五
、
第
三
十
四
条
第
二
項
、
第
三

十
五
条
、
第
三
十
五
条
の
二
又
は
第
三
十
五
条
の
四
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。 

四　

第
三
十
一
条
の
二
十
二
の
規
定
に
違
反
し
て
同
条
の
許
可
を
受
け
な
い
で
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
を
営
ん
だ
と
き
。 

五　

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
三
十
一
条
の
二
十
二
の
許
可
又
は
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
七
条
第
一
項
、
第
七
条
の

二
第
一
項
若
し
く
は
第
七
条
の
三
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
。 

六　

第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

第
五
十
一
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

一　

第
九
条
第
一
項
（
第
二
十
条
第
十
項
及
び
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
規
定
に
違
反
し
て
第
九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
な
い
で
営
業
所
の
構
造
又
は
設
備
（
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
遊
技
機
を
含
む
。
）
の
変

更
を
し
た
と
き
。 

二　

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
と
き
。 

三　

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
第
十
条
の
二
第
一
項
（
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
定
を
受
け
た
と
き
。 

四　

第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
又
は
同
項
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
一
条
の
二
十
三
及
び
第
三
十
二
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

五　

第
二
十
八
条
第
十
二
項
第
三
号
の
規
定
又
は
同
項
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

六　

第
三
十
一
条
の
三
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

七　

第
三
十
一
条
の
十
又
は
第
三
十
一
条
の
十
一
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
公
安
委
員
会
の
命
令
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
。 

八　

第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

九　

第
三
十
一
条
の
十
八
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

十　

第
三
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
都
道
府
県
の
条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 
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２　

（
略
） 

第
五
十
三
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
拘
禁
刑
若
し
く
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。 

一　

第
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
一
条
の
二
十
三
及
び
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
二
十
八
条
第
十
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
一
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
又
は
第
三
十
一
条
の
十
三
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

二　

第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

三　

第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

四　

第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

五　

第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
七
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
十
二
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
の
十
七
第
一
項

の
届
出
書
を
提
出
し
な
い
で
性
風
俗
関
連
特
殊
営
業
を
営
ん
だ
と
き
。 

六　

前
号
に
規
定
す
る
届
出
書
又
は
こ
れ
ら
の
届
出
書
に
係
る
第
二
十
七
条
第
三
項
（
第
三
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
若
し
く
は
第
三
十
一
条
の
二
第
三
項
（
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
添

付
書
類
で
あ
つ
て
虚
偽
の
記
載
の
あ
る
も
の
を
提
出
し
た
と
き
。 

七　

第
二
十
八
条
第
十
三
項
（
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

第
五
十
四
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一　

第
二
十
七
条
の
二
又
は
第
三
十
一
条
の
二
の
二
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

二　

第
二
十
八
条
第
五
項
（
第
三
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
八
第
一
項
、
第
三
十
一
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
三
十
一
条
の
十
八
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

三　

第
三
十
六
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
従
業
者
名
簿
を
備
え
ず
、
又
は
こ
れ
に
必
要
な
記
載
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。 

四　

第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

五　

第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
記
録
を
作
成
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
録
を
作
成
し
、
又
は
記
録
を
保
存
し
な
か
つ
た
と
き
。 

六　

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
資
料
を
提
出
せ
ず
、
又
は
同
項
の
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
に
つ
い
て

虚
偽
の
報
告
を
し
、
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
を
提
出
し
た
と
き
。 
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七　

第
三
十
七
条
第
二
項
又
は
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
を
拒
み
、
妨
げ
、
又
は
忌
避
し
た
と
き
。 

第
五
十
五
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一　

第
五
条
第
一
項
（
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
申
請
書
又
は
添
付
書
類
で
あ
つ
て
虚
偽
の
記
載
の
あ
る

も
の
を
提
出
し
た
と
き
。 

二　

第
九
条
第
五
項
後
段
（
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届

出
書
を
提
出
せ
ず
、
又
は
同
項
後
段
の
届
出
書
若
し
く
は
添
付
書
類
で
あ
つ
て
虚
偽
の
記
載
の
あ
る
も
の
を
提
出
し
た
と
き
。 

三　

第
十
条
の
二
第
二
項
（
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
定
申
請
書
又
は
添
付
書
類
で
あ
つ
て
虚
偽
の
記
載
の

あ
る
も
の
を
提
出
し
た
と
き
。 

四　

第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

五　

第
二
十
四
条
第
一
項
（
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

六　

第
二
十
七
条
第
二
項
（
第
三
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
一
条
の
二

第
二
項
（
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は

第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
書
を
提
出
せ
ず
、
又
は
第
二
十
七
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条

第
一
項
の
届
出
書
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
届
出
書
に
係
る
第
二
十
七
条
第
三
項
（
第
三
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
三
十
一
条
の
二
第
三
項
（
第
三
十
一
条
の
七
第
二
項
及
び
第
三
十
一
条
の
十
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
三

十
三
条
第
三
項
の
添
付
書
類
で
あ
つ
て
虚
偽
の
記
載
の
あ
る
も
の
を
提
出
し
た
と
き
。 

第
五
十
六
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。 

一　

第
六
条
（
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

二　

第
七
条
第
五
項
（
第
七
条
の
二
第
三
項
及
び
第
七
条
の
三
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
並
び
に
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

三　

第
九
条
第
三
項
（
第
二
十
条
第
十
項
及
び
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
第

三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
届
出
書
を
提
出
せ
ず
、
又
は
第
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
二
項
の
届
出
書
若
し
く
は
こ
れ
ら

の
届
出
書
に
係
る
第
九
条
第
三
項
若
し
く
は
第
三
十
三
条
第
三
項
の
添
付
書
類
で
あ
つ
て
虚
偽
の
記
載
の
あ
る
も
の
を
提
出
し
た
と
き
。 

四　

第
十
条
第
一
項
（
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 
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五　

第
十
条
の
二
第
七
項
（
第
三
十
一
条
の
二
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

六　

第
三
十
一
条
第
四
項
（
第
三
十
一
条
の
五
第
三
項
及
び
第
三
十
一
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
三
十
一
条
の
十

六
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。 

第
五
十
七
条　

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条

の
罰
金
刑
を
科
す
る
。 

一　

第
四
十
九
条　

三
億
円
以
下
の
罰
金
刑 

二　

第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
第
一
項
又
は
第
五
十
三
条
か
ら
前
条
ま
で　

各
本
条
の
罰
金
刑 

２　

（
略
） 

  

○　

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
五
号
）
（
抄
） 

 

附　

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条　

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

一
・
二　

（
略
） 

  


